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九州大学公印及び電子署名規程

平成１６年度九大規程第３１号

制 定：平成１６年 ４月 １日

最終改正：令和 ６年 ３月２９日

(令和５年度九大規程第１１６号)

（趣旨）

第１条 この規程は、国立大学法人九州大学（以下「本学」という。）における公印及び電子署

名（以下「公印等」という。）の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この規程において「公印」とは、公務上又は業務上作成された文書に使用する印章で、

その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするもの

をいう。

２ この規程において「電子署名」とは、電子署名及び認証業務に関する法律（平成１２年法律

第１０２号）第２条第１項に定める電子署名であって、公務上又は業務上作成された文書が真

正なものであることを認証することを目的とするものをいう。

３ この規程において「部局」とは、各学部、各学府、各研究院、基幹教育院、高等研究院、各

附置研究所、カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所、病院、附属図書館、情報基盤研

究開発センター、エネルギー研究教育機構、アジア・オセアニア研究教育機構、学内共同教育

研究センター、農学部附属農場、農学部附属演習林、情報統括本部、学術研究・産学官連携本

部、未来人材育成機構、伊都診療所、事務局、人文社会科学系事務部、理学部等事務部、医系

学部等事務部、病院事務部、工学部等事務部、芸術工学部事務部、農学部等事務部及び筑紫地

区事務部をいう。

４ この規程において「部局長」とは、前項に規定する部局の長をいう。

（公印の種類等及び形式）

第３条 公印の種類及び寸法は、別表第１に定めるとおりとする。

２ 前項の規定にかかわらず、特別の用途に使用する公印の寸法については、別表第３に定める

ところによることができる。

３ 前２項の規定にかかわらず、総長が特に認めたときは、公印の種類及び寸法は、別表第１又

は別表第３によらないことができる。

４ 公印は、方形の印面の周囲に一条の外側縁を付し、その内側に、刻印すべき組織の名称又は

職名を明瞭な字体をもって浮き彫りにするものとする。この場合において、「印」又は「之印」

の文字を加えて彫刻することができる。

（公印の作成、改刻及び廃止）

第４条 部局長（新設する部局にあっては、当該部局の事務を処理する事務部の長。次項、第１

１条、別表第１及び別表第３において同じ。）は、当該部局に係る公印を作成し、若しくは改

刻しようとするとき又は当該部局に係る公印を廃止しようとするときは、それぞれ別記第１号

様式の公印作成（改刻）申請書又は別記第２号様式の公印廃止申請書を総長に提出し、その承

認を受けなければならない。

２ 部局長は、前項の承認を受けて公印を作成し、又は改刻したときは、別記第３号様式の公印

作成（改刻）届を総長に提出しなければならない。

３ 廃止した公印は、廃止の日から５年間保存しなければならない。

（公印の管守責任者）

第５条 本学に、公印の管守責任者（以下「公印管守責任者」という。）を置き、別表第１及び

別表第３に定める者をもって充てる。

２ 前項の規定にかかわらず、第３条第３項による公印の公印管守責任者については、総長がそ

の都度定める。

３ 公印管守責任者は、公印が適切に使用されるよう公印を管理し、及び公印が使用されないと

きは、それを確実な保管設備に格納し、厳重に保管しなければならない。
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４ 公印管守責任者は、公印の印影を保存しなければならない。

（電子署名の管守責任者）

第６条 本学に、電子署名の管守責任者（以下「電子署名管守責任者」という。）を置き、別表

第２及び別表第４に定める者をもって充てる。

２ 電子署名管守責任者は、電子署名の適切な運用のため、電子署名に係るシステム（以下「シ

ステム」という。）の使用について、管理等必要な措置を行わなければならない。

３ この規程においてシステムとは、本学又は相手方と第２条第２項に係る契約を締結した企業

が提供するサービスで、電子データに電子署名を施し、当該データについて送受信を行う仕組

みのことをいう。

（公印の使用等）

第７条 公印の使用を必要とする者は、発送しようとする文書に決裁済みの原議書を添えて、公

印管守責任者に公印の使用を請求するものとする。

２ 公印管守責任者又はその命を受けた職員は、前項の規定により公印の使用の請求を受けたと

きは、発送しようとする文書と決裁済みの原議書を照合し、自ら押印し、又は公印の使用を請

求した者に押印させるものとする。この場合において、公印の使用を請求した者に押印させる

ときは、公印管守責任者又はその命を受けた職員はその押印に立ち会わなければならない。

３ 緊急の事情により、発送しようとする文書に決裁済みの原議書を添えることができないとき

は、その理由を付して公印管守責任者に公印の使用を請求することができる。

４ 前項の請求があった場合において、公印管守責任者は、請求の理由が適正であると認めたと

きは、公印の使用を承認するものとする。この場合において、公印管守責任者は、別記第４号

様式の公印使用簿に、その状況を記入しておかなければならない。

５ 公印管守責任者は、前２項の規定により公印を使用させた場合は、決裁済みの原議書の確認

等必要な事後措置を、速やかにとるものとする。

（臨時代理等が職務を代行する場合）

第８条 総長、部局長等に事故等があるため、他の者が臨時代理、事務取扱等を命ぜられその職

務を代行する場合においては、その職務を代行される者の職印を使用するものとする。

（公印の印影印刷等）

第９条 一定の字句からなる文書で多数印刷するもの又は電子情報処理システムにより作成する

文書にあっては、その公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印にかえること（以下

「印影印刷」という。）ができる。

２ 印影印刷をしようとする者は、あらかじめ公印管守責任者に申請し、その承認を得なければ

ならない。

（電子署名の使用）

第１０条 文書の発信者名義の電子署名を必要とする者は、電子署名管守責任者に決裁済みの原

議書を提示し、当該文書等の電子データについてシステムを使用することの許可を求めるもの

とする。

２ 電子署名管守責任者又はその命を受けた職員が前項の規定によりシステムの使用の許可を求

められたときは、システムに入力するデータと決裁済みの原議書のデータを照合し、システム

を使用する。

（公印の事故届）

第１１条 部局長は、公印等に関して事故が生じたときは、直ちに別記第５号様式の公印等事故

届を総長に提出するとともに、適宜の処置をとらなければならない。

附 則

１ この規程は、平成１６年４月１日から施行する。

２ 当分の間、別表第２中「学部の印」とあるのは「学部及び芸術工学府の印」と読み替えるも

のとする。

附 則（平成１６年度九大規程第１５１号）

この規程は、平成１７年２月１日から施行する。
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附 則（平成１６年度九大規程第２１６号）

この規程は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則（平成１７年度九大規程第９２号）

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則（平成１８年度九大規程第２０号）

この規程は、平成１８年６月１日から施行する。

附 則（平成１８年度九大規程第１４４号）

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則（平成１９年度九大規程第３１号）

この規程は、平成２０年１月２２日から施行する。

附 則（平成１９年度九大規程第６３号）

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則（平成２０年度九大規程第１７号）

この規程は、平成２０年７月１日から施行する。

附 則（平成２０年度九大規程第５８号）

この規程は、平成２０年１０月１日から施行する。

附 則（平成２０年度九大規程第６５号）

この規程は、平成２０年１１月１日から施行する。

附 則（平成２０年度九大規程第１１５号）

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則（平成２１年度九大規程第１０８号）

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則（平成２２年度九大規程第９７号）

この規程は、平成２２年１２月１日から施行する。

附 則（平成２２年度九大規程第１０９号）

この規程は、平成２３年２月１日から施行する。

附 則（平成２３年度九大規程第６３号）

１ この規程は、平成２３年１０月１日から施行する。

２ この規程施行の際現に公印を作成している学内共同教育研究施設の印及び当該施設の長の印

の寸法及び公印管守責任者については、なお従前の例による。

附 則（平成２３年度九大規程第１１６号）

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則（平成２４年度九大規程第３９号）

この規程は、平成２４年１０月１日から施行する。

附 則（平成２４年度九大規程第１２９号）

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則（平成２５年度九大規程第１５号）

この規程は、平成２５年７月１６日から施行する。

附 則（平成２５年度九大規程第２５号）

この規程は、平成２５年７月３１日から施行する。ただし、第２条第２項に係る改正規定及び

別表第１中「知的財産本部長の印」を「産学官連携本部長の印」に改める改正規定は、平成２５

年９月１日から施行する。

附 則（平成２５年度九大規程第１６５号）

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。

附 則（平成２６年度九大規程第６７号）

この規程は、平成２６年１２月５日から施行する。

附 則（平成２６年度九大規程第１５２号）

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。
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附 則（平成２７年度九大規程第１４号）

この規程は、平成２７年８月１日から施行する。

附 則（平成２７年度九大規程第８６号）

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則（平成２８年度九大規程第１１９号）

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則（平成２９年度九大規程第３５号）

この規程は、平成２９年１１月１日から施行する。

附 則（平成２９年度九大規程第６１号）

この規程は、平成３０年２月１日から施行する。

附 則（平成２９年度九大規程第１１７号）

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。

附 則（平成３０年度九大規程第２５号）

この規程は、平成３０年８月１日から施行する。

附 則（平成３０年度九大規程第５４号）

この規程は、平成３０年１０月１日から施行する。

附 則（平成３０年度九大規程第８３号）

この規程は、平成３１年２月１日から施行する。

附 則（平成３０年度九大規程第１５０号）

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。

附 則（令和元年度九大規程第１０４号）

この規程は、令和２年１月１日から施行する。

附 則（令和元年度九大規程第１６７号）

この規程は、令和２年４月１日から施行する。

附 則（令和２年度九大規程第１１号）

この規程は、令和２年７月１日から施行する。

附 則（令和２年度九大規程第７８号）

この規程は、令和３年４月１日から施行する。

附 則（令和３年度九大規程第９６号）

この規程は、令和４年１月１４日から施行する。

附 則（令和３年度九大規程第１２７号）

この規程は、令和４年４月１日から施行する。

附 則（令和４年度九大規程第１５号）

この規程は、令和４年７月１日から施行する。

附 則（令和４年度九大規程第８８号）

この規程は、令和５年４月１日から施行する。

附 則（令和５年度九大規程第１１６号）

この規程は、令和６年４月１日から施行する。
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別表第１

種 類 寸 法 公 印 管 守 責 任 者
（㎜平方）

国立大学法人九州大学の印 ３０ 総務部総務課長

国立大学法人九州大学学長の印

国立大学法人九州大学総長の印

国立大学法人九州大学理事の印

国立大学法人九州大学監事の印

国立大学法人九州大学副学長の印

大学の印

学長の印

総長の印

事務局長の印

事務局の部長の印 ２３

法務監の印

事務局の課長及び室長の印 ２０

事務組織規則（平成１６年度九大規則第

７０号）第１１条の２第１項に基づき設

置する事務組織の長の印

九州地区国立大学九重共同研修所長の印

学部、学府（法科大学院を含む。）、研究 ２８ 当該部局の事務を処理する事務部の

院、基幹教育院、高等研究院、附置研究 事務長、総務課長、研究・産学官連

所、カーボンニュートラル・エネルギー 携推進部研究企画課長、学務部基幹

国際研究所、病院、情報基盤研究開発セ 教育・共創学部課長、情報システム

ンター、エネルギー研究教育機構及びア 部情報企画課長又はＩ ＣＮＥＲ・２

ジア・オセアニア研究教育機構の印 Ｑ－ＰＩＴ共通事務支援室長

学部長、学府長（法科大学院長を含む。）、 ３０

研究院長、基幹教育院長、高等研究院長、

附置研究所長、カーボンニュートラル・

エネルギー国際研究所長、病院長、情報
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基盤研究開発センター長、エネルギー研

究教育機構長及びアジア・オセアニア研

究教育機構長の印

学部、学府、研究院及び附置研究所の附 ２５

属の教育施設又は研究施設の印

学部、学府、研究院及び附置研究所の附 ２３

属の教育施設又は研究施設の長の印

学部、学府、研究院、基幹教育院及び附 ２５

置研究所等の技術部の印

学部、学府、研究院、基幹教育院及び附 ２３

置研究所等の技術部の長の印

学内共同教育研究センターの印 ２５ 部局長の申請に基づき、総長が承認

した者

学内共同教育研究センター長の印 ２３

学術研究・産学官連携本部長の印 ２３ 研究・産学官連携推進部産学官連携

推進課長

情報統括本部長の印 ３０ 情報システム部情報企画課長

未来人材育成機構長の印 ２３ 学務部学務企画課長

附属図書館の印 ２８ 附属図書館図書館企画課長

附属図書館長の印 ３０

附属図書館分館の印 ２５ 附属図書館分館業務主任

附属図書館分館長の印 ２３

附属図書館分館業務主任の印 ２０

伊都診療所の印 ２５ 総務部環境安全管理課長

伊都診療所長の印 ２３

事務部長の印 ２３ 当該事務部の事務長、総務課長又は

図書館企画課長

事務長並びに事務部の課長及び室長の印 ２０

カーボンニュートラル・エネルギー国際 ２０ カーボンニュートラル・エネルギー

研究所支援部門長の印 国際研究所支援部門長
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国立大学法人九州大学総長出納の印 ２０ 財務部財務企画課長

九州大学病院長麻薬・覚せい剤原料専用 ２３ 病院事務部医療管理課長

の印
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別表第２

電子署名の名義 電子署名管守責任者

国立大学法人九州大学学長

総務部総務課長

国立大学法人九州大学総長

学部長、学府長（法科大学院長を含む。）、研 当該部局の事務を処理する事務部の事務長、総

究院長、基幹教育院長、高等研究院長、附置 務課長、研究・産学官連携推進部研究企画課長、

研究所長、カーボンニュートラル・エネルギ 学務部基幹教育・共創学部課長、情報システム

ー国際研究所長、病院長、情報基盤研究開発 部情報企画課長又はＩ ＣＮＥＲ・Ｑ－ＰＩＴ共２

センター長、エネルギー研究教育機構長及び 通事務支援室長

アジア・オセアニア研究教育機構長

事務部長 当該事務部の事務長、総務課長又は図書館企画

課長
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別表第３

寸 法
種 類

（㎜平方）
用 途 公印管守責任者

国立大学法人九州大学総長の ２３ 契約、収入、支出及び決算 財務部財務企画課

印 に関する文書のうち国立大 長

学法人九州大学総長の名義

により作成するもの用

２５ 受託研究・共同研究等の契 研究・産学官連携

約業務に関する文書のうち 推進部産学官連携

国立大学法人九州大学総長 推進課長

の名義により作成するもの

用

国立大学法人九州大学学長の ２５ 受託研究・共同研究等の契 研究・産学官連携

印 約業務に関する文書のうち 推進部産学官連携

国立大学法人九州大学学長 推進課長

の名義により作成するもの

用

大学の印 ７７ 学位記、表彰状用 総務部総務課長

２０ 小型文書用

２０ 給与源泉徴収証明書用 人事部人事給与課

長

総長の印 １５ 身分証明書用

２０ 雇用保険及び社会保険関係

書類用

総長学割通学専用の印 １５ 学割証、通学証明書用 学務部学生支援課

長及び学務部基幹

教育・共創学部課

長

学部の印 ６０ 学位記用 当該部局の事務を

処理する事務部の

学部長、学府長（法科大学院 １５ 身分証明書、通勤証明書等 事務長、総務課長、

長を含む。）、研究院長、附置 小型文書用 情報システム部情

研究所長、カーボンニュート 報 企 画 課 長 又 は

ラル・エネルギー国際研究所 Ｉ ＣＮＥＲ・Ｑ－２

長、病院長、附属図書館長、 ＰＩＴ共通事務支

情報基盤研究開発センター 援室長

長、エネルギー研究教育機構
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長、アジア・オセアニア研究

教育機構長及び農学部附属演

習林長の印

学内共同教育研究センターの 部局長の申請に基

長の印 づき、総長が承認

医系学部等事務部長の印 医系学部等事務部

総務課長

筑紫地区事務部長の印 筑紫地区事務部総

務課長
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別表第４

電子署名の名義 用 途 電子署名管守責任者

国立大学法人九州大学総長 契約、収入、支出及び決算 財務部財務企画課長

に関する文書のうち国立大

学法人九州大学総長の名義

により作成するもの用

受託研究・共同研究等の契 研究・産学官連携推進部産学官連

約業務に関する文書のうち 携推進課長

国立大学法人九州大学総長

の名義により作成するもの

用

国立大学法人九州大学学長 受託研究・共同研究等の契 研究・産学官連携推進部産学官連

約業務に関する文書のうち 携推進課長

国立大学法人九州大学学長

の名義により作成するもの

用
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（第１号様式）

第 号

年 月 日

九州大学総長 殿

部局の長

公 印 作 成 申 請 書
改 刻

下記のとおり公印を
作成

したいので、承認願います。
改刻

公 印 の 名 称

印 材

寸 法

用 途

刻 印 案

理 由 等

使用開始の時期 年 月 日からの予定

公印管守責任者
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（第２号様式）

第 号

年 月 日

九州大学総長 殿

部局の長

公 印 廃 止 申 請 書

下記のとおり公印を廃止したいので、承認願います。

印 影

公 印 の 名 称

印 材

寸 法

作成
年 月 日

改刻

理 由 等

廃 止 年 月 日
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（第３号様式）

第 号

年 月 日

九州大学総長 殿

部局の長

公 印 作 成 届
改 刻

年 月 日付け九大 第 号により
作成

を承認された公印について、下記のとおりお届け
改刻

します。

印 影

公 印 の 名 称

刻 字

印 材

寸 法

作成 年 月 日
改刻

使用開始年月日

用 途

備 考
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（第４号様式）

公 印 使 用 簿

年月日 件 名 公印の名称 使用数 公印管守 取扱者 使用請求者 備 考

責任者確認 確認 確認
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（第５号様式）

第 号

年 月 日

九州大学総長 殿

部局の長

公 印 等 事 故 届

下記のとおり公印等に事故があったので、お届けします。

公印等の名称

寸 法

用 途

作成
届出年月日

改刻

事故の発生年月

日

事 故 の 内 容

処 置 の 内 容

その他必要事項


